
令和8年3月1日

ご　案　内
東武練馬中央病院 <食事>

<施設> 　○「入院時食事療養（Ⅰ）」の届出をしております

　○病棟 一般病棟 ３７床 　○管理栄養士によって、患者様に適温・適時（夕食は午後６時）の食事提供を

（内　地域包括ケア入院医療管理料 　２４床） 　　行なっております

医療療養病棟（３階） ３９床

医療療養病棟（５階） ２６床 <リハビリテーション>
回復期リハビリテーション病棟 ２９床 　○運動器リハビリテーション料（Ⅰ）・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）・

　　　廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ）の施設基準に適合しております

　○機能訓練室 　４　室 　（188.91㎡） 　○初期加算の届出をしております

　○食堂談話室 　４　室 　（99.83㎡）

　○浴室 ２　室 　（一般浴室、機械浴室） <その他>下記の届出をしております
　○「CT撮影(１６列以上６４列未満)」 　○「看護配置加算」

　○当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です 　○「入退院支援加算１」 　○「救急医療管理加算」

　○当院は、救急告示医療機関です 　○「夜間休日救急搬送医学管理料」 　○「診療録管理体制加算３」

　○当院は、在宅療養支援病院です 　○「データ提出加算１」 　○「認知症ケア加算３」

　○「感染対策向上加算３」

<看護> 　○「二次性骨折予防継続管理料２」

　●一般病棟 「地域一般入院料３」の届出をしており、 　○「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料」

患者様１５人に対し１人以上の看護職員（看護師、准看護師）が平均的に 　○「医療DX推進体制整備加算」

勤務しております。「看護補助加算1」「看護補助体制充実加算２」「夜間看護体制 　○外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

加算」の施設基準に適合しており、患者様３０人に対し１人以上の看護補助者が 　○入院ベースアップ評価料

平均的に勤務しております。 　○在宅医療情報連携加算

　●「地域包括ケア入院管理料２」の届出をしており、患者１３人に対し１人以上の看護職員が

平均的に勤務しております。「看護職員配置加算」「看護補助者配置加算」の

施設基準に適合しております。 <相談窓口> （苦情受付)
　●医療療養病棟 「療養病棟入院基本料1」の届出をしており、 　●医療社会相談室（医療連携担当） 医療ソーシャルワーカー

患者様２０人に対し１人以上の看護職員、患者様２０人に対し

１人以上の看護補助者が平均的に勤務しております。

「療養病棟療養環境加算２」の施設基準に適合しております。 　当院では、以下の項目につきまして、その利用料を日数または回数に応じた

　●回復期リハビリテーション病棟 「回復期リハビリテーション病棟入院基本料３」の 実績のご負担をお願い致しております

届出をしており、患者様１５人に対し１人以上の看護職員、患者様３０人に対し 　（１）テレビ貸与料 ３５０円／日（内税　３２円）

１人以上の看護補助者が平均的に勤務しております。 　（２）衣類レンタルサービス利用料

専任医師が１名以上、専従理学療法士２名以上、専従作業療法士が１名以上 ＊別掲料金表参照

勤務しております。 　（３）散髪代 １，８００円／回（内税　１６４円）

休日リハビリテーション提供体制加算の基準に適合しております。 　（４）おむつ代

＊詳細は別紙をご覧ください

　○患者様負担による外部付き添いは、認められておりません 　（５）その他特別のご要望については、ご相談ください

１３１床

<ご利用料金（保険外)>


